
第 69回三重県新型コロナウイルス感染症対策本部 本部員会議 

 

事 項 書 

 

 令和５年３月 30日（木） 

９時 30分～９時 50分 

プレゼンテーションルーム 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の県内感染状況について 

 

２ 令和５年度三重県新型コロナウイルス感染症対策本部の体制について 

 

３ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う県の 

対応方針について 

 

４ 各部からの報告事項 

 



令和５年３月３０日（木）

プレゼンテーションルーム

○
戦略企画部
企画課課長

総務部副部長 ○

○ 防災対策部長

医療保健部副部長 ○

○ 危機管理統括監

医療保健部理事 ○

子ども・福祉部長 ○ ○ 服部副知事

環境生活部長 ○

○ 知事

地域連携部長 ○

農林水産部長 ○ ○ 廣田副知事

雇用経済部長 ○ ○

観光局長 ○ ○ 教育長

県土整備部長 ○ ○ 県土整備部理事

　【オンライン参加】

　・最高デジタル責任者 ・会計管理者兼出納局長

　・廃棄物対策局長 ・企業庁長

　・スポーツ推進局長 ・病院事業庁長

　・南部地域活性化局長 ・四日市港管理組合経営企画部長

　・デジタル社会推進局長 ・四日市市危機管理課長
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三重県 新型コロナウイルス感染症 感染状況

11/25 
感染防止行動徹底アラート

1/13 
医療ひっ迫防止アラート

3月29日（水）時点
病床使用率 6.9％
重症者用病床使用率 0.0％
新規感染者数 124人

2/2 
医療ひっ迫防止アラート解除

資料１



資料２

令和５年４月１日から

・総合的な方針立案
・県民への協力要請

　医療保健部、政策企画部 ・本部員会議、幹事会の運営　等

・県民からの問い合わせ・相談
・報道機関を通じた関連情報の提供

　総務部 ・知事会見、県ホームページ　等

・感染対策に係る立案
・ワクチン接種体制構築の調整

　医療保健部、総務部、 ・マスク等の調達、配布
　政策企画部、地域連携・交通部、 ・感染対策補助金等
　子ども・福祉部、環境生活部、 ・保健所業務の支援調整
　雇用経済部、出納局、教育委員会 ・市町との連携調整

・組織・人事、予算　　等

・患者情報の収集、分析、情報提供
・保健所との連絡調整

　医療保健部、子ども・福祉部 ・クラスター発生時の保健所支援
・検査キット配布・陽性者登録センターの運営
・高齢者・障害福祉施設等の社会的検査
・検査体制の整備　等

・受入病院・病床の確保
・臨時応急処置施設の開設・運営

　医療保健部、防災対策部 ・医療機関への入院調整・転院調整
・宿泊療養体制の整備
・自宅療養体制の整備
・療養者支援相談窓口の運営　等

・新型コロナウイルス感染症にかかる人権問題
・学校における人権教育

　環境生活部、医療保健部 ・多言語による情報提供、相談　等
　子ども・福祉部、教育委員会

・中小企業・小規模企業支援
・観光、宿泊事業者支援

　雇用経済部、観光部、総務部、 ・交通事業者支援
　医療保健部、子ども・福祉部、 ・農林水産業者支援
　環境生活部、地域連携・交通部、 ・社会福祉施設等支援
　農林水産部、県土整備部 ・公共工事の一時中止等の対応　等
　教育委員会

・県立学校の感染防止対策、休校措置
・公立小中学校・幼稚園の休校実施等支援

　教育委員会、子ども・福祉部、 ・児童生徒の支援(学習支援、ケア)
　環境生活部 ・私立学校の休校措置等の支援

・私立幼稚園等の感染防止対策　等
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について

〇新型コロナウイルス感染症にこれまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めるとともに、新たな医
療機関の参画を促すための取組を重点的に進め、暫定的な診療報酬措置を経て、令和６年４月の診療報
酬・介護報酬の同時改定を通じてコロナ対応を組み込んだ新たな診療報酬体系による医療体制に移行

（この間、感染拡大への対応や医療体制の状況等を検証し、その結果に基づき、必要な見直しを行う）

感染症法上の位置づけ変更について

新型コロナウイルス感染症については、5月8日から、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症から
5類感染症に位置づけを変更。

新型インフルエンザ等感染症 ５ 類 感 染 症

入院措置などの行政の強い関与
限られた医療機関による特別な対応

幅広い医療機関による自律的な通常の対応
行政は医療機関支援などの役割に

〇その際、各都道府県による「移行計画」の策定、設備整備等の支援を通じて、冬の感染拡大に先立ち、
対応する医療機関の維持・拡大（外来の拡大や軽症等の入院患者の受入れの拡大）を強力に促す

資料３

令和５年３月10日付政府新型コロナウイルス感染症対策本部決定

位置づけ変更 新たな体系に向けた取組（段階的な移行期）

R5.3上旬 5/8

冬の感染拡大に先立って
重点的な取り組みを行う 暫定的な診療報酬措置

診療報酬
介護報酬
同時改定

新たな診療報酬体系

感染拡大？ 感染拡大？

夏 冬

特別対応から通常対
応への考え方の転換

検証
R6.4.1

検証

対応する医療機関の維持・拡大を促す
外来：4.2万 → 最大6.4万
入院：約3千 → 約8.2千



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う県の対応方針（案）①

事 項
施策の内容

5類移行前（R5.3.29時点） 5類移行後（段階的な移行期）

公費負担（外来）

診療報酬（外来）

外来診療体制の確保

感染対策の支援（外来）
外来体制

公費負担（入院）

診療報酬（入院）

入院受入体制の確保

感染対策の支援（入院）

病床確保（病床確保補助金）

臨時応急処置施設

入院調整

宿泊療養施設

入院体制

宿泊療養

陽性者の外来医療費の自己負担分を公費支援

入院医療費（国3/4）、県（1/4）を公費負担
自己負担限度額から２万円減額（医療費比例額が
含まれる場合は、比例額に1万円を加えた額を減額）

新型コロナ治療薬の費用は公費支援を一定期間継続
その他の外来医療費の公費負担は終了（R5.5.7）

病床確保補助金を交付 当面、病床確保補助金の交付を継続（制度変更有）

県による入院調整
原則、医療機関間による入院調整
調整不調時には、県が関与

臨時応急処置施設を確保 終了（R5.5.7）（入院体制で対応）

宿泊療養施設を3施設352室確保
宿泊療養施設は運用終了、但し、医療ひっ迫時には
高齢者等の療養のための宿泊療養施設の設置を検討

感染対策のために必要となる設備整備や、
個人防護具の支援を実施

体制の維持・拡大を図るため感染対策の支援を継続

診療・検査医療機関から広く一般的な医療機関が
患者の診療に対応する体制へ移行診療・検査医療機関（694医療機関）

体制の維持・拡大を図るため感染対策の支援を継続

通常の医療体制への移行を目指し、新たな医療機
関での入院患者の受入を積極的に促進入院受入医療機関（46医療機関）

感染対策を引き続き評価、入院調整等の業務を新た
に評価

診療報酬上の特例措置

診療報酬上の特例措置
重症・中等症患者等に対する特例措置は縮小
地域包括ケア病棟等での患者の受入を新たに評価

感染対策のために必要となる設備整備や、
個人防護具の支援を実施

政府から示された対応を基に県における対応方針について以下のとおり検討。
４月中旬に三重県新型コロナウイルス感染症対策協議会、県対策本部本部員会議を開催し決定。



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う県の対応方針（案）②

事 項
施策の内容

5類移行前（R5.3.29時点） 5類移行後（段階的な移行期）

陽性者登録センター

食料の支援

健康観察（保健所）

療養者支援相談窓口
自宅療養

社会的検査

パルスオキシメーター貸与

医療機関との連携強化

クラスター対応

抗原定性検査キットの配布

相談窓口

県無料検査事業

高齢者施設

相談体制の確保

サーベイランス

検査

相談体制

その他

公費負担（外来） 有症状者等の検査費用を公費支援
検査費用の公費負担は終了（R5.5.7）（高齢者施
設等のクラスター対策は支援を継続）

全数把握を継続
ゲノム解析（新たな変異株を監視）

定点報告（インフルエンザ・コロナ定点）へ移行
ゲノム解析（新たな変異株を監視）

パルスオキシメーターを貸与 終了（R5.5.7）

食料品の調達が困難な方を対象に食料を支援 終了（R5.3.31）

発生届の対象者に対して健康観察を実施

自己検査で陽性となったリスクの低い患者を診断

発生届の対象外の患者からの各種相談を応需 外来や救急への影響緩和のため継続

早期発見、感染拡大防止の観点から、高齢者施設
の従事者を対象に定期的な検査を実施

施設からの要請に基づき、医師会等の協力のもと、
オンライン診療や往診による医療提供を実施

クラスター発生施設に対し、必要に応じ、感染対
策指導を実施

施設で陽性者が発生した場合等における、
感染制御等の相談窓口

感染不安を感じる県民を対象に無料検査を実施

リスクの低い有症状者の求めに応じ、
抗原定性検査キットを配布

継続

継続

継続

患者等が発生した場合における相談、往診、入院調
整等を行う医療機関の事前確保を促進

各種相談窓口を設置
当面、受診・相談センター（保健所）、療養者支援
相談窓口を継続

終了（R5.5.7）

終了（R5.5.7）

終了（R5.5.7）

終了（R5.5.7）


